
入  札  心  得 

 

（目的） 

第１条 北海道農政事務所に係る一般競争及び指名競争（以下「競争」という。）を行う場合に

おける入札その他の取扱いについては、会計法（昭和 22 年法律第 35 号）、国の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和 55年政令第 300 号。以下「特例政令」とい

う。）、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令（昭和 55 年大蔵省令第 45

号。以下「特例省令」という。）、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）、契約事務

取扱規則（昭和 37 年大蔵省令第 52 号）その他の法令に定めるもののほか、この心得の定める

ところによるものとする。 

 

（一般競争参加の申出） 

第２条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告に

おいて指定した書類を契約担当官等（会計法第 29 条の３第１項に規定する契約担当官等をい

う。以下同じ。）に提出しなければならない。 

ただし、電子入札システム又は「調達業務の業務・システム最適化計画」（平成 21年 8月 28

日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定。平成 23年 7月 15 日改定）に基づき、全府省

等において導入される電子調達システム（以下「電子入札システム等」という。）による入札

参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において

指定した日時までに提出しなければならない。 

 

（入札等） 

第３条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書

案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、

入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻

に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 

２ 入札参加者は、入札書（様式第１号）を作成し、封かんの上、入札者の氏名（法人にあって

は、法人名）、あて名及び入札件名を表記（様式第７号）し、入札の公告、公示、入札説明書

又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 

３ 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等において

やむを得ないと認められたとき又は特例政令第２条に定める調達契約を行うときは、郵便を

もって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定

事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して簡易書留又は書留郵便

（様式第８号）とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。 

４ 特例政令第２条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参

加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による

入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければなら

ない。 

５ 第３項の入札書は、入札日の前日（特例政令第２条に定める調達契約に係る場合は、入札の

公告又は公示に示した時刻）までに到達しないものは無効とする。 

６ 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取

り消しをすることができない。 

７ 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状（様

式第２号）を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならな

い。 

 



８ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすること

はできない。 

９ 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 

10 入札参加者は、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 71 条第１項の規定に該当

する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 

11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（様式第３号）について入札前に確認しなけれ

ばならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 

（電子入札） 

第４条 電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、

公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 

２ 入札書に仕様書等を添付することとされた入札又は特定商品と同等のものであることを証明

する必要のある入札にあっては、同システムにおいて作成し、指定した日時までに提出しなけ

ればならない。 

 

（入札の辞退） 

第５条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができ

る。 

２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し

出るものとする。 

一 入札執行前にあっては、入札辞退届（様式第５号）を契約担当官等に直接持参し、又は郵

送（入札日の前日までに到達するものに限る。）して行う。 

二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接

提出して行う。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるもの

ではない。 

 

（公正な入札の確保） 

第６条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。 

 

（入札の取りやめ等） 

第７条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行する

ことができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を

延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

（開札） 

第８条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所

及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わない

ときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。 

 

（無効の入札） 



第９条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札 

二 委任状を持参しない代理人のした入札 

三 記名を欠く入札（電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のし

た入札） 

四 金額を訂正した入札 

五 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

六 明らかに連合によると認められる入札 

七 同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が

他の入札者の代理をした入札 

八 入札時刻に遅れてした入札 

九 暴力団排除に関する誓約事項（様式第３号）について、虚偽又はこれに反する行為が認め

られた入札 

十 その他入札に関する条件に違反した入札 

 

（再度入札） 

第 10 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う

ことができるものとする。この場合、第１回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る

価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第３回目以降の入札参加者の資格を失う

ものとする。第３回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 

２ 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることが

ある。 

３ 第１項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 

４ 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないと

きは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 

 

（請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格） 

第 11 条 製造その他の請負契約（予定価格が 1,000 万円を超えるものに限る。）について予算決

算及び会計令第 85 条（同令第 98条において準用する場合を含む。）に規定する相手方となる

べき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされな

いこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、予定価格に１０分の

６を乗じて得た額（以下「調査基準価格」という。）とする。 

２ 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとす

る。 

 

（落札者の決定） 

第 12 条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者

を落札者とする。 

  ただし、総合評価落札方式の場合は、予定価格の制限の範囲内で入札説明書で示す要求事項

のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている機能証明をした入札者の中から、総合評

価の方法をもって落札者を定める。 

 

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第 13 条 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者

にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、これらの者の中に電子調達システムに

より入札した者がいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができ



るものとする。 

２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者郵便又は電子入札システム

による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のな

い職員にくじを引かせるものとする。 

 

（契約書等の提出） 

第 14 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印

の上、落札決定の日から７日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただ

し、所長が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。 

２ 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札

者を契約の相手方としないことがある。 

３ 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後

速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契

約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。 

４ 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契

約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより

契約を行う場合は、第１項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにお

いて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記

名押印及び提出に代えることができる。 

 

（異議の申立） 

第 15 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書

案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

 

（その他の事項） 

第 16 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 

 

  



様式第１号 

 

入 札 書 

 

令和   年   月   日  

 

支出負担行為担当官 

北海道農政事務所長  殿 

 

 

住      所 

商号又は名称 

代表者氏名                          

（代理人氏名                         ） 

 

 

￥                       （税抜き） 

 

ただし、「乗用自動車の賃貸借」の総価額 

 

 

上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。 

 

電子くじ番号【     】 

 

 

 

［注意］  １ 提出年月日は必ず記入のこと。 

２ 金額の訂正は行わないこと。 

      ３ 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。 

      ４ (  )内は、代理人が入札するときに使用すること。 

      ５ 電子くじ番号には、任意の３桁の数字を記載すること。なお、記載のない場合等は、入札金額

の上３桁を電子くじ番号とする。 

 

  



様式第２号 

 

委 任 状 

 

私は、             を代理人と定め、支出負担行為担当官北海道農政事務

所長の発注する「乗用自動車の賃貸借」に関し、下記の権限を委任します。 

 

記 

 
・入札及び見積りに関する一切の権限 
・（復代理人の選定に関する一切の権限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 
 
 

住    所 

会 社 名 

代表者氏名                          

 

 

代理人所属先住所 

代理人所属先・役職 

代 理 人 氏 名                      

 

 

支出負担行為担当官 

北海道農政事務所長  殿 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当しません。ま

た、将来においても該当することはありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一

切申し立てません。 

 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を

作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員

又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力

団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１） 暴力的な要求行為を行う者 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

   上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 

  



様式第４号
令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官
北海道農政事務所長　殿

住　　　　　　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【記載事項に関する照会先】
所属部課名　:　
担当者氏名　:　
電話番号　　:　

■車両本体及び付属品

番号 項　　　目 要求する仕様 提案車両の仕様

車種名

燃費値（km/Ｌ） WLTCモード

1 総排気量 1,500cc～1,800ccクラス

2 車両重量 1,196kg 以上1,531kg 以下

3 全高 1,550mm以下

4 排出ガス 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物(g/km)

5 駆動方式 四輪駆動

6 トランスミッション 自動変速機、無段変速機

7 ステアリング 右ハンドル(パワーアシスト付き)

8 パワーウインドウ 標準装備

9 パワードアロック 標準装備

10 エアバッグ 運転席及び助手席、標準装備

11 ブレーキシステム ＡＢＳを標準装備

12 衝突被害軽減ブレーキ 装備していること

13 横滑軽減装置 装備していること

14 オートエアコン 標準装備

15 車体色 シルバー系

16 燃料 レギュラーガソリン

17 純正エアコンディショナー

18 フロアマット

19 カーラジオ

20
スペアタイヤ（ホイール付）又は
応急パンク修理キット

21 標準工具

22 時計

23 間欠フロントワイパー

24 リアウインドウワイパー

25 熱線リアウインドウ

26
カーナビゲーションシステム（ビル
ドインタイプ）

27 バックモニター

28 ドライブレコーダー

29 ＥＴＣ車載器

30 フロントフォグランプ

31 サイドバイザー

32 リモートコントロールキー

33 スペアキー

34 夏用タイヤ及びホイール

■メンテナンス体制（予定）

整備工場名 住所

北海道農政事務所本所

借受場所
整備工場

賃貸借物品提案書（乗用自動車の賃貸借：セダンタイプ）

＊仕様書に記載されている各条件に基づき審査ができるような提案内容の記述をし、カタログ等を添付すること。



様式第４号
令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官
北海道農政事務所長　殿

住　　　　　　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【記載事項に関する照会先】
所属部課名　:　
担当者氏名　:　
電話番号　　:　

■車両本体及び付属品

番号 項　　　目 要求する仕様 提案車両の仕様

車種名

燃費値（km/Ｌ） WLTCモード

1 総排気量 1,200cc～1,500ccクラス

2 車両重量 1,196kg～1,331kg以下

3 全高 1,550mm以下

4 排出ガス 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物(g/km)

5 駆動方式 四輪駆動

6 トランスミッション 自動変速機、無段変速機

7 ステアリング 右ハンドル(パワーアシスト付き)

8 パワーウインドウ 標準装備

9 パワードアロック 標準装備

10 エアバッグ 運転席及び助手席、標準装備

11 ブレーキシステム ＡＢＳを標準装備

12 衝突被害軽減ブレーキ 装備していること

13 横滑軽減装置 装備していること

14 オートエアコン 標準装備

15 車体色 シルバー系

16 燃料 レギュラーガソリン

17 純正エアコンディショナー

18 フロアマット

19 カーラジオ

20
スペアタイヤ（ホイール付）又は応
急パンク修理キット

21 標準工具

22 時計

23 間欠フロントワイパー

24 リアウインドウワイパー

25 熱線リアウインドウ

26
カーナビゲーションシステム（ビル
ドインタイプ）

27 バックモニター

28 ドライブレコーダー

29 ＥＴＣ車載器

30 フロントフォグランプ

31 サイドバイザー

32 リモートコントロールキー

33 スペアキー

34 夏用タイヤ及びホイール

■メンテナンス体制（予定）

整備工場名 住所

北海道農政事務所白石庁舎

北海道農政事務所函館地域拠点

北海道農政事務所旭川地域拠点

北海道農政事務所釧路地域拠点

北海道農政事務所帯広地域拠点

北海道農政事務所北見地域拠点

賃貸借物品提案書（乗用自動車の賃貸借：コンパクトカー）

＊仕様書に記載されている各条件に基づき審査ができるような提案内容の記述をし、カタログ等を添付すること。

借受場所
整備工場



様式第４号
令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官
北海道農政事務所長　殿

住　　　　　　所 札幌市中央区南〇条西〇丁目１－２
商号又は名称　　〇〇株式会社
代表者氏名　　　代表取締役　　〇〇〇〇　　　　

【記載事項に関する照会先】
所属部課名　:　〇〇部〇〇課
担当者氏名　:　□□□□
電話番号　　:　０１１－３３０－１２３４

■車両本体及び付属品

番号 項　　　目 要求する仕様 提案車両の仕様

車種名 （メーカー）、（車種名、グレード）

燃費値（km/Ｌ） WLTCモード １７．６ｋｍ／L

1 総排気量 1,500cc～1,800ccクラス 1,800cc

2 車両重量 1,196kg 以上1,531kg 以下 1,500kg

3 全高 1,550mm以下 1,550mm

4 排出ガス 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物(g/km) (WLTC)　ＣＯ：１．１５、ＮＭＨＣ：０．０５、ＮＯｘ：０．０２５

5 駆動方式 四輪駆動 ４ＷＤ

6 トランスミッション 自動変速機、無段変速機 ＣＶＴ

7 ステアリング 右ハンドル(パワーアシスト付き) 右ハンドル、パワーステアリング

8 パワーウインドウ 標準装備 標準装備

9 パワードアロック 標準装備 標準装備

10 エアバッグ 運転席及び助手席、標準装備 運転席及び助手席、標準装備

11 ブレーキシステム ＡＢＳを標準装備 標準装備

12 衝突被害軽減ブレーキ 装備していること 標準装備

13 横滑軽減装置 装備していること 標準装備

14 オートエアコン 標準装備 標準装備

15 車体色 シルバー系 ホワイト

16 燃料 レギュラーガソリン レギュラーガソリン

17 純正エアコンディショナー 標準装備

18 フロアマット 標準装備

19 カーラジオ カーナビに含む

20
スペアタイヤ（ホイール付）又は応
急パンク修理キット

応急パンク修理キット

21 標準工具 ホイールレンチ、ジャッキ、ジャッキハンドル、けん引フック

22 時計 カーナビに含む

23 間欠フロントワイパー 標準装備

24 リアウインドウワイパー 標準装備

25 熱線リアウインドウ 標準装備

26
カーナビゲーションシステム（ビル
ドインタイプ）

メーカー：〇〇型番：AB-12345　　

27 バックモニター カーナビに含む

28 ドライブレコーダー メーカー：〇〇型番：AB-12345　　

29 ＥＴＣ車載器 メーカー：〇〇型番：AB-12345　　

30 フロントフォグランプ 装備

31 サイドバイザー 装備

32 リモートコントロールキー 標準装備

33 スペアキー 標準装備

34 夏用タイヤ及びホイール
夏用タイヤ：メーカー：〇〇型番：AB-12345
ホイール：メーカー○○サイズ△△型番□□

■メンテナンス体制（予定）

整備工場名 住所

北海道農政事務所○○ 〇〇（株）　〇〇店 札幌市中央区南〇条西〇丁目１－２

賃貸借物品提案書（乗用自動車の賃貸借：○○○）

＊仕様書に記載されている各条件に基づき審査ができるような提案内容の記述をし、カタログ等を添付すること。

借受場所
整備工場

記 載 例



様式第５号 

 

入 札 辞 退 届 

 

 

                                         令和  年  月  日 

 

 支出負担行為担当官 

 北海道農政事務所長 殿 

 

 

 

                      （入札者） 

                       住    所 

                       氏    名                  

 

 

 

  乗用自動車の賃貸借 

 

 

  上記について入札を希望しておりましたが、都合により入札を辞退します。 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

  用紙の寸法は、日本工業規格Ａ列４番とし、縦長に使用すること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号  

紙入札方式参加願 

 

 １．発注件名 

 

乗用自動車の賃貸借 

 

 ２．電子入札システムでの参加ができない理由 

 

 

 

 

 

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札シ

ステムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

住    所 

商号又は名称 

役    職 

氏    名                     

 

 

  支出負担行為担当官 

  北海道農政事務所長 殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号

6

年

3

月

19

日

殿

10

封 印 用 封 筒 記 載 例

商号又は名称
住　　　　　　所
電　話　番　号

（表） （裏）

「
乗
用
自
動
車
の
賃
貸
借

」

北

海

道

農

政

事

務

所

長

支

出

負

担

行

為

担

当

官

令
和

午
前

時
開
札



様式第８号

6

年

3

月

19

日

10

郵 便 入 札 用 封 筒 記 載 例

（表） （裏）

〒064- 8518

２．簡易書留または書留で送付すること。

午
前

時
開
札

入
札
書
在
中

［注意] １．「入札書在中」は朱書とすること。

札
幌
市
中
央
区
南
2
2
条
西
６
丁
目
２
番
2
2
号

エ
ム
ズ
南
2
2
条
ビ
ル
　
第
２
ビ
ル

支
出
負
担
行
為
担
当
官
　
北
海
道
農
政
事
務
所
長
　
殿

商号又は名称
住　　　　　　所
電　話　番　号

令
和

簡
易
書
留

「
乗
用
自
動
車
の
賃
貸
借

」



郵送により入札に参加される場合の注意点

① 　郵送の場合は代理人を立てていただく必要はありませんので、委任は不要です。

② 　提出書類に不備がある場合は無効となることがありますので、発送前に金額や記入

事項等を十分ご確認ください。

③ 　配布資料の中に郵便入札用表封筒記載例を入れておりますので参考にしてください。

　封筒の大きさ等に決まりはありません。

④ 　入札書は簡易書留又は一般書留など配達の記録が残る方法で郵送してください。

　通常郵便、メール便は不可とします。

⑤ 　事前提出書類（全省庁統一資格の写し、紙入札方式参加願）は入札書と一緒に郵送

していただいて構いませんが、入札前に内容の確認をしますので、入札用封筒には入

れないでください。

　一緒に郵送される場合は、入札説明書に記載している事前提出書類の提出期限まで

に届くように発送してください。

　事前提出書類を入札書とは別に郵送される場合は通常郵便等で構いません。

⑥ 　郵送による入札書の送付先及び提出期限を入札説明書に記載しておりますのでご確

認願います。

　提出期限を過ぎて届けられた入札書は無効となります。天候や交通状況によっては、

通常よりも到着が遅れることも考えられますので、余裕をもって発送してください。

※　紙入札方式参加願の「電子調達システムでの参加ができない理由」について

　電子調達システムを導入されていない場合、またはシステムの準備が間に合わない

場合には、「システム不備のため」とご記入ください。



 

自動車の性能に関する審査要領 
 

１ 落札方式 

    次の要件を満たしている者のうち、２によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 

    （１）入札価格が予定価格の範囲内であること。 

    （２）納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。 

 

２ 総合評価点の計算方法 

    （１）総合評価点＝①「環境性能（燃費値）に対する得点」÷②「入札価格に対する得点」とする。 

     

※①「環境性能（燃費値）に対する得点」は、③「標準点」＋④「加算点」とする。 

③「標準点」＝仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合は、100 点を与える。 

④「加算点」＝さらに、環境性能（燃費値）についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基

準における燃費基準値を上回る部分について、環境性能の評価に応じ得点を与え

る。 

  ※②「入札価格に対する得点」は「入札価格を 10万円で除して得た値」とする。 

 

３ ④「加算点」の計算について 

④「加算点」の計算に使用する燃費基準値、燃費目標値等は次のとおりとする。 

燃費基準値：グリーン購入法に基づく乗用車に係る燃費基準値（WLTC モード燃費値） 

燃費目標値：燃費基準値の２倍 

賃貸借年数：セダンタイプ 3/12 年、コンパクトカー6/12 年 

購入する場合の使用予定年数：12年（当所の自動車の使用歴から算出） 

④「加算点」の最高点：50 点 

 

④「加算点」の満点を求める計算式 

a セダンタイプ  

④「加算点」の満点＝50点（最高点）×3/12（賃貸借年数）÷12（購入する場合の使用年数） 

 ＝1.0416…≒1 点（小数点以下を四捨五入） 

b コンパクトカー 

④「加算点」の満点＝50点（最高点）×6/12（賃貸借年数）÷12（購入する場合の使用年数） 

 ＝2.0833…≒2 点（小数点以下を四捨五入） 

 

④「加算点」の計算式 

 

④加算点＝ 
加 算 点 の 満 点

（最高 50 点）× 

提案車の燃費値－燃費基準値 
×台数 

燃費目標値－燃費基準値 

（小数点以下第１位未満を四捨五入） 

４ 総合評価点の合算 

セダンタイプ（１台）及びコンパクトカー（６台）の各総合評価点を合算した値を本入札の総合評価点

とし、最も高い者を落札者とする。 
 
  


